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岩
手
県
Ｐ
Ｔ
Ａ
連
合
会
は
６

月
５
日
の
２３
年
度
第
1
回
通
常

総
会
で
、
岩
手
県
Ｐ
Ｔ
Ａ
連
合

会
「
定
款
」
変
更
案
（
停
止
条

件
付
き
）（
注
1
）が
承
認
さ
れ
、

２４
年
度
か
ら
の
「
一
般
社
団
法

人
」
を
目
指
す
こ
と
を
正
式
決

定
し
た
。

　

平
成
２０
年
に
「
公
益
法
人
改

革
３
法
」（
一
般
社
団
・
財
団

法
人
法
、
認
定
法
、
整
備
法
）

の
施
行
以
降
、
本
会
は
「
特
例

民
法
法
人
」
と
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
た
が
、
平
成
２5
年
１１
月
ま

で
に
新
た
な
法
人
に
移
行
し
な

け
れ
ば
自
動
的
に
本
会
が
所
有

す
る
財
産
は
類
似
の
目
的
を
有

す
る
団
体
に
寄
付
す
る
こ
と
に

な
る
こ
と
や
見
舞
金
給
付
事
業

の
存
続
を
求
め
る
声
を
生
か
し

た
Ｐ
Ｔ
Ａ
連
合
会
の
在
り
方
に

つ
い
て
、「
検
討
委
員
会
」
を

設
置
し
、
理
事
会
や
正
・
副
会

長
会
議
で
も
検
討
を
重
ね
て
き

た
。
今
回
の
決
議
に
よ
り
、
岩

手
県
Ｐ
Ｔ
Ａ
連
合
会
は
「
Ｐ
Ｔ

Ａ
・
青
少
年
教
育
団
体
共
済

法
」
に
よ
り
引
き
続
き
見
舞
金

給
付
事
業
（
注
2
）
や
現
在
の

事
業
継
続
が
可
能
と
な
り
、
現

有
の
財
産
も
今
後
の
事
業
に
活

用
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
一
般

社
団
法
人
と
し
て
の
事
業
開
始

は
平
成
２４
年
４
月
1
日
を
想
定

し
て
い
る
。

（
注
1
）
今
回
、
承
認
さ
れ
た

定
款
に
基
づ
く
一
般
社
団
法

人
と
し
て
行
政
庁
よ
り
認
可

を
受
け
る
時
点
ま
で
は
、
こ

れ
ま
で
の
定
款
に
付
随
し
て

定
め
ら
れ
て
い
た
諸
規
程
の

効
力
が
有
効
で
あ
る
こ
と
を

指
す
。

（
注
2
）
Ｐ
Ｔ
Ａ
・
青
少
年
教

育
団
体
共
済
法
に
基
づ
き
、

名
称
が「
Ｐ
Ｔ
Ａ
共
済
事
業
」

と
変
更
と
な
る
。

移
行
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

１ 

．
申
請
書
類
作
成
前

⑴
公
益
目
的
支
出
計
画
の
策
定

①
公
益
目
的
財
産
額
の
算
定

②
実
施
事
業
等
の
選
定

③
収
支
予
算
書
の
作
成

⑵ 

定
款
変
更
案
、
諸
規
程
整
備

２ 

．
申
請
書
類
作
成
お
よ
び
提

出（
行
政
庁
の
審
査
）⇩（
公

益
等
認
定
委
員
会
諮
問
）
⇩

認
可

３ 

．
移
行
登
記
及
び
事
業
別
区

分
経
理
の
開
始
（
平
成
２４
年

４
月
1
日
を
見
込
む
）

移
行
認
可
プ
ロ
セ
ス

⑴
収
支
予
算
書
作
成

⑵ 

定
款
の
変
更
案
の
作
成
（
諸

規
程
の
整
備
）

⑶ 

申
請
書
の
作
成
後
、
移
行
認

可
を
申
請
（
定
款
の
変
更
案

を
添
付
、
移
行
後
の
役
員
名

簿
添
付
）

⑷ 

移
行
登
記
（
新
定
款
施
行
、

新
役
員
の
就
任
）

⑸ 

事
業
区
分
経
理
の
開
始
（
移

行
登
記
日
か
ら
、
平
成
２０
年

公
益
法
人
会
計
基
準
を
完
全

適
用
）

一
般
社
団
法
人
と
な
る
メ
リ
ッ
ト

１ 

．
公
益
目
的
支
出
計
画
の
完

了
後
は
事
業
活
動
が
自
由
。

　

現
有
財
産
額
を
「
公
益
目
的

支
出
計
画
」
に
基
づ
い
て
、
毎

年
赤
字
の
公
益
事
業
で
あ
る

「
実
施
事
業
」
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
が
、「
公
益
目
的

支
出
計
画
」
完
了
後
は
事
業
活

動
が
自
由
。

２ 

．
公
益
事
業
で
あ
る
「
実
施

事
業
」
に
つ
い
て
選
択
の
幅

が
広
い
。

　

公
益
法
人
の
場
合
、
認
定
審

査
が
厳
し
い
が
、一般
社
団
法
人

の
場
合
、
実
施
事
業
が
公
益
目

的
に
限
ら
な
い
。
従
来
、
主
務

官
庁
が
公
益
性
が
あ
る
と
認
め

て
き
た「
継
続
事
業
」で
あ
っ
て

も
認
め
ら
れ
る
。

３ 

．
法
人
税
法
上
の
「
収
益
事

業
課
税
」
を
継
続
で
き
る
。

　

法
人
税
法
上
の
一
定
の
要
件

を
ク
リ
ア
で
き
れ
ば
、
特
例
民

法
法
人
と
ほ
ぼ
同
等
の
収
益
事

業
に
の
み
法
人
税
が
課
税
さ
れ

る
方
式
を
継
続
で
き
る
。
こ
の

場
合
、
事
業
に
関
係
の
な
い
会

費
や
寄
付
金
等
に
は
課
税
さ
れ

な
い
。
た
だ
し
利
子
等
の
源
泉

所
得
税
や
法
人
住
民
税
の
均
等

割
は
、
通
常
は
課
税
さ
れ
る
。

４ 

．
遊
休
財
産
額
の
保
有
制
限
等

　

公
益
法
人
や
財
団
法
人
と
異

な
り
、
遊
休
財
産
額
の
保
有
制

限
や
株
式
の
保
有
制
限
が
な
い
。

５ 
．
理
事
、
監
事
の
資
格
制
限

　

同
一
法
人
の
役
職
員
で
あ
る

も
の
が
、
３
分
の
1
を
超
え
て

も
問
題
は
な
い
。
監
事
に
つ
い

て
も
同
様
。
た
だ
し
、
同
一
親

族
で
あ
る
者
が
３
分
の
1
を
超

え
る
と
収
益
事
業
課
税
の
要
件

に
抵
触
す
る
。

Ｐ
Ｔ
Ａ
見
舞
金

 

給
付
事
業
継
続

　
「
Ｐ
Ｔ
Ａ
・
青
少
年
教
育
団

体
共
済
法
」に
基
づ
い
た「
Ｐ
Ｔ

Ａ
共
済
事
業
」と
し
て
の
出
発

す
る
た
め
、現
在
、岩
手
県
教
育

員
会
の
指
導
、助
言
を
受
け
な

が
ら
共
済
規
程
（
共
済
事
業
方

法
書
・
共
済
約
款
・
算
出
方
法

書
）を
作
成
し
、認
可
申
請
準
備

を
す
す
め
て
い
る
。

　

名
称
も
「
共
済
法
」
に
基
づ

き
「
Ｐ
Ｔ
Ａ
共
済
事
業
」
と
変

更
に
な
る
が
、
現
在
の
「
見
舞

金
給
付
事
業
」
で
う
た
わ
れ
て

い
る
事
故
に
対
す
る
補
償
内
容

の
変
更
は
基
本
的
に
な
い
。
ま

た
児
童
・
生
徒
・
園
児
各
1
名

ご
と
に
納
め
て
頂
い
て
い
た
会

費
は
「
世
帯
割
会
費
」
に
変
更

し
、補
償
内
容
の
変
更
は
な
い
。

会
費
額
は
現
行
の
1
名
₈
０
０

円
か
ら
1
世
帯
₆
０
０
円
の
予

定
で
あ
る
。

在
り
方
検
討
委
員
会
︱
︱
︱
︱
︱

松
尾
正
弘
委
員
長
の
談
話

　

公
益
法
人

改
革
３
法
の

施
行
に
伴
い
、

従
来
の
社
団

法
人
は
す
べ
て
新
制
度
に
見

合
っ
た
法
人
へ
と
移
行
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。

当
、
岩
手
県
Ｐ
Ｔ
Ａ
連
合
会
も

例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

昨
年
、
発
足
さ
れ
た
「
在
り

方
検
討
委
員
会
」
で
選
出
さ
れ

た
検
討
委
員
と
の
協
議
で
、
最

初
に
取
り
か
か
っ
た
の
が
、
こ

れ
ま
で
の
事
業
の
再
検
討
で
す
。

そ
の
結
果
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
に
関
わ
る

諸
事
業
の
全
て
と
見
舞
金
給
付

事
業
を
今
後
も
継
続
す
る
こ
と

で
意
見
の
統
一
が
図
ら
れ
ま
し

た
。
そ
の
上
で
最
も
ふ
さ
わ
し

い
法
人
の
形
態
は
「
一
般
社
団

法
人
」
で
あ
る
と
判
断
致
し
ま

し
た
。一
般
社
団
法
人
へ
移
行
す

る
旨
が
６
月
５
日
の
総
会
で
正

式
に
決
定
さ
れ
ま
し
た
こ
と
は

ま
こ
と
に
喜
ば
し
い
こ
と
で
す
。

　

今
後
は
事
業
の
細
部
に
渡
る

検
討
、
会
費
の
見
直
し
と
平
行

し
て
、
定
款
変
更
や
移
行
登
記

と
い
っ
た
専
門
的
部
分
に
つ
い

て
は
税
理
士
の
工
藤
重
信
氏
に

教
え
を
請
い
な
が
ら
、
平
成
２４

年
４
月
1
日
に
新
法
人
と
し
て

第
一
歩
を
踏
み
出
せ
る
こ
と
を

目
指
し
て
ま
い
り
ま
す
。

岩
手
県
Ｐ
連
は「
一
般
社
団
法
人
」の
認
可
申
請
を
し
ま
す




